
配偶者同伴の表敬訪間のため
の海外出張費用

社長が海外にある提携企業に対 し

て配偶者を同伴 して表敬訪問するこ

とになりました。この場合の海外渡

航に係る費用は、税務上どのように取 り扱わ

れるのでしょうか ?

ご質問の場合、法人の業務の遂行

上の必要性についてはへその旅行の

目的、旅行期間等を総合勘案 して実

質的に判定することとなります。本間におい

ては、提携企業への表敬訪問ということで法

人の業務の遂行上必要なものであるという前

提で、配偶者の旅費の取扱いについてお答え

します。

渡航者がその夫人、親族等を同伴する場合

の税務上の取扱いは業務の遂行上必要である

と認められる場合であってもへ法人がその同

伴者に係る費用を負担 したときは、その負担

した旅費は、原則としてへその渡航者に対す

る給与として取り扱われます。

ただし、その同伴が次の場合のように、明

らかにその海外渡航の目的を達成するために

み要なものであるときは、その旅行について

必要と認められる費用の額は損金算入が認め

られます。

① その役員が常時補佐を必要とする身体障
害者であるため補佐人を同伴する場合

② 国際会議への出席等のために配偶者を同
伴する必要がある場合

③ その旅行の目的を遂行するために外国語
に堪能な者等を必要とする場合に適任者が

法人の使用人にいないため、その役員の親

族又は臨時に委嘱したものを同伴するとき

従って、ご質問の場合は、表敬訪問に夫人

を同伴する理由を明確にする必要があり、明

らかでなければ
｀
、夫人の旅費については社長

に対する給与として取り扱われることとなり

ます。

◆
◆
◆

◆
◇
◇
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年の中途で退職した
パー トタイマーの年末調整

パー トタイマーとして半年間勤務

した者が退職 しました。その者につ

いて年末調整 してもよろしいですか ?

通常、年の中途の退職者について

は、年末調整を行いませんが、ぃわ

ゆるパー トタイマーが年の中途で退職 した場

合で次のすべての要件を満たしているとき

は、その退職時に年末調整を行います。

①  「給与所得者の扶養控除等申告書」を提
出していること。

② 本年中の給与総額が103万円以下である
こと。

③ 退職後本年中に他の勤務先等から給与の
支払を受けると見込まれる者でないこと。

したがってその者が上記のすべての要件を

満たしていれば年末調整することとなりま

す。

紅葉

務と労務  / x(師走)D♂″″″

国 税/給与所得者の年末調整

今年最後の給与を支払う時

国 税/給与所得者の扶養控除等 (異動)申告書
及び保険料控除申告書の提出

今年最後の給与を支払う前日

国 税/11月分源泉所得税の納付   12月 10日

国 税/10月 決算法人の確定申告

r ttυ
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(法人税・消費税等)     1月 4日

国 税/4月 決算法人の中間申告     1月 4日

国 税/1月、4月、7月決算法人の消費税の中間申告
(年 3回の場合)       1月 4日

地方税/固定資産税・都市計画税 (第 3期分)の納付

市町村の条例で定める日

労 務/健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支
払届         支払後 5日 以内

国 税 専 門 官

税務のスペシャリス トである国家公務員のこと。大学卒業程度の者に対する国家公務
員Ⅱ種試験相当の国税専門官試験を経て採用されます。平成19年度採用試験の合格者数
は過去最高の2,288人で、うち女性が4分の1強。採用予定数は1,100人。今年から受験資格
上限年齢を27歳未満から29歳未満に引き上げています。
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表2 所得控除額一覧表
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―
―
―
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―
―
―
―
―
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◇
鬱
鬱

【社会保険料控除額】
支払った又は給与から控除された社会保険料の合計額

【小規模企業共済等掛金控除額】
中小企業基盤整備機構に支払った共済推卜金(旧第二種共済掛金は生命保険料控除の対象 )、確定拠出年金法の

規定により国民年金基金連合会が実施する個人型年金の加入者掛金、地方公共団体が実施する心身障害者扶養

共済掛金との合算額

〔生命保険料控除額〕

次の①と②の合計額 (最高10万円)

① 一般の生命保険料 (次の個人年金保険料を除く)を支払った場合
イ 25,000円 までの場合………………………………………………支払保険料の金額
口 25,000円を超え50,000円までの場合…………………支払保険料X1/2+12,500円
ハ 50,000円を超え100,000円 までの場合……………… 支払保険料×1/4+25,000円
二 100,000円を超える場合…………………………………………………………………………・50,000円

② 個人年金保険料 (疾病等特約部分を除きます)を支払った場合
上記①のイ～二の区分に応ずる算式により計算した金額

〔地震保険料控除額】

地震保険料の額(最高50,000円 )

※地震保険と旧長期損害保険の両方の控除額がある場合は、その合計額 (最高501000円 )

障害者控除額 障害者1人につき……270,000円  特別障害者耳人につき……400,000円

寡婦 (寡夫)控除額 270,000円 (特定の寡婦は、350,000円 )

勤労学生控除額 2701000円

配
偶
者
控
除
額

同居特別障害

者である人
左記以外の人

一般の控除
対象配偶者

730,000円 380,000円

老人控除
対象配偶者

830,000円 480,000円

控除対象配偶者、扶養親族……生計を―にする

配偶者その他の親族、都道府県知事から養育を委

託された児童 (いわゆる里子)及 び養護老人のう

ち、所得金額の合計額 (繰越損失控除前)が38万

円以下の者 (青色事業専従者又は白色事業専従者

とされる者を除く)。

特定扶養親族……扶養親族のうち、昭和60年 1

月2日 から平成 4年 1月 1日 までの間に生まれた

者 (年齢16歳以上23歳未満の者)。

老人控除対象配偶者、老人扶養親族……昭和13

年 1月 1日 以前生まれ (年齢70歳以上)の控除対

象配偶者、扶養親族。

同居特別障害者……控除対象配偶者や扶養親族

が、特別障害者に該当し、かつ、その者が納税者

又は納税者と生計を―にする親族のいずれかと同

居を常況としている者①

同居老親等……老人扶養親族のうち、納税者又

はその配偶者の直系尊属で、納税者又はその配偶

者のいずれかと同居を常況としている者。

配偶者特別控除額

原則として配偶者の給与収入が

103万 円超141万 円未満の人が

対象になる

扶
養
控
除
額

同居特別障害
者である人
(各 1人につき)

左記以外の人
(各 1人につき)

一般の

扶養親族
730,000円 380,000円

特定扶養親族 980,000円 630,000円

老
人
扶
養
親
族

同居老親等
以外の者

830,000円 480,000円

同居老親等 930,000円 580,000円

基礎控除額 380,000円
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表1 年末調整対象者の選別 (例 )

年末調整の対象となる人 年末調整の対象とならない人

次のいずれかに該当する人

(1)1年 を通じて勤務している人

(2)年の中途で就職 し、年末まで勤務している人

(3)年の中途で退職 した人のうち、次の人

① 死亡により退職 した人
② 著しい心身の障害のため退職 した人で、その退
職の時期からみて、本年中に再就職ができないと

認められる人

左欄に掲げる人のうち、次のいずれかに該当する人

(1)本年中の主たる給与の収入金額が2,000万 円を超え

る人

(2)2カ 所以上から給与の支払いを受けている人で、他の

給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等 (異動)申

告書Jを提出している人 (月 額表又は日額表の乙欄適用

者 )
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